
1 

特別養護老人ホーム栄荘重要事項説明書 
 
 

指定介護老人福祉施設のサービス提供開始にあたり、特別養護老人ホーム栄荘運営

規程第８条に基づいて当事業者が説明する事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 唐津福祉会 

代 表 者 氏 名 理事長 岸川 敏介 

法 人 の 種 類 社会福祉法人 

法 人 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

佐賀県唐津市千代田町２５６６番地１１ 

TEL:0955-53－8822 FAX:0955-53-8833 

法人設立年月日 平成１９年６月１日 

 

２ 利用施設 

（１） 施設の所在地等 

事 業 所 名 称 特別養護老人ホーム栄荘 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
４１７０２０００２８ 

事業所所在地 佐賀県唐津市栄町２５８８番地１９ 

施  設  長  脇 山 智 子 

連 絡 先 

相談担当者名 

TEL：0955－75－2521 FAX:0955－75－2548 

生活相談員 秀 島 健 太 

入 所 定 員  ７０人 

 

（２） 事業の目的及び運営方針 

目的 １ 特別養護老人ホーム栄荘の適正な運営を確保するために人

員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった高齢

者に対し適正な指定介護老人福祉施設サービスを提供するこ

とを目的とします。 

運営方針 １ 施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅にお

ける生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、

相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の

世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う事により、

入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにすることを目指します。 

２ 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者その者

の立場に立って指定介護老人福祉施設サービスの提供に努め

tel:0955
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ます。 

３ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び

つきを重視した運営を行い、市町村等保険者（以下「保険者」

という。）、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介

護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めます。 

 

３ 職員の配置状況 

施設では、指定基準を遵守し、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを提供す

る職員として以下の職種の職員を配置しています。 

（１）施設の職員体制 

職種 職務の内容 人員数 

施設長 

施設職員の管理、業務全般にかかる実施状況の把握及

びその他の管理を一元的に行います。また、職員に対し

必要な指揮命令を行います。 

１人 

事務長 

施設長を補佐し施設長不在のときは、施設長の職務を

代行します。 

他の事務員を指揮し、庶務、会計、経理及びその他

の事務に従事します。 

１人 

事務員 施設の庶務、会計、経理及びその他の事務に従事します。 １人 

医師 
入所者の健康管理、診療及び施設の保健衛生の管理指導に

従事します。 
１人 

介護支援専門員 

要介護者又は要支援者からの相談に応じ、その心身の状況

等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できる

よう保険者、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等と

の連絡調整に従事するとともに、入所者の生活支援、サービ

ス計画の立案及び実施に関する業務に従事します。 

１人以上 

生活相談員 
入所者の入退所及び日常生活上の相談に応じ、適宜生

活支援を行います。 
１人以上 

看護職員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて入所者の健

康管理、看護、施設の保健衛生業務を行います。 
３人以上 

機能訓練指導員 
日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための

訓練及び指導を行います。 

１人 

看護職員

と 

兼務 

介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 27人以上 

栄養士 
入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養管理を行

います。 
１人 

調理員 栄養士の指示を受けて給食業務を行います。 ５人以上 
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４ 利用施設等で併せて実施する事業 
 

事業の種類 
 

唐津福祉会施設での実施事業（〇） 

浜玉荘 栄荘 作礼荘 潮荘 岬荘 宝寿荘 

特別養護老人ホーム 〇 〇 〇 〇 〇  

特別養護老人ホームユニット型 ○     ○ 

居 宅 

短期入所生活介護 
（介護予防短期入所生活介護） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

通所介護 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

訪問介護 〇 〇 〇   〇 

日常生活支

援総合事業 

通所介護相当サービス 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 

通所介護Ａ型サービス 〇 ○ ○ ○ ○  

訪問介護相当サービス 〇 〇 〇   〇 

認知症対応型共同生活介護 〇 
２ユニット 

〇 
１ユニット 

 

 
〇 

１ユニット 

〇 
１ユニット 

 

 

小規模多機能型居宅介護  〇 〇    

居宅介護支援事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ケアハウス   〇    

住宅型有料老人ホーム   〇    

 

 

５ 施設の設備等概要 

（１） 敷地・建物 

敷 地 ２，８５１㎡ 

建 物 

構造 鉄筋コンクリート造り３階建て 

延べ床面積 ３，１１９.６２㎡ 

利用定員 ７０人 

（２） 居室 

居室の種類 居室の数 居室の面積 

２人部屋 ５室 ９０.06㎡ 

４人部屋 １５室 ５１６.87㎡ 

（３） 主な設備 

設 備 の 種 類 数 面    積 

食 堂 兼 談 話 室 ３室 ２９１.50㎡ 

機 能 訓 練 室 １室  ８４.80㎡ 

一 般 浴 室  １室  ８１.06㎡ 

機 械 浴 室  １室  

医 務 室 １室  
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※１ 上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づ

けられている施設及び設備です。この施設・設備の利用にあたって、入所者に

特別にご負担いただく費用はありません。 

※２ 居室の変更について入所者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居

室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、入所者の心身の状況

により居室を変更する場合があります。その際には､入所者やご家族等と協議の

うえ決定するものとします｡ 

 

６ 施設サービスの内容 

排 泄 

  

・入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 

入 浴  ・年間を通じて週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

 ・寝たきり等で座位がとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

特殊浴槽  １台 

食  事 ・栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、栄養並びに入所者の身体の状

況及び嗜好を考慮した食事を提供します 

・入所者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを

原則とします。 

・食事時間 朝食 ８：００  昼食 １２：００  夕食 １７：００ 

その他自立へ

の支援 

・寝たきりの防止のため、できる限り離床できるよう配慮します。 

 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

 ・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

 ・口腔内が清潔に保たれるよう、食後は口腔ケアを行います。 

・シーツ交換は週１回行います。 

機能訓練 

  

・機能訓練指導員による入所者の状況に適合した機能訓練を行い、身体

機能の低下を防止し、生活機能の改善又は維持に努めます。 

健康管理 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・施設の嘱託医師により週１回診察日を設けて健康管理に努めます。 

    施設の嘱託医師 

    所属病院名 唐津東松浦医師会医療センター   

    医師氏名    原 田 実 根 

診察科目     

①内科  所属病院名 唐津東松浦医師会医療センター 

 医師氏名  原 田 実 根 

医師の診察日 月曜日   14：00～16：00            

②精神科 所属病院名 松籟病院 

 医師氏名  井 上 素 仁 

医師の診察 2 週間毎火曜日  14：00～16：00 

 ・入所者が通院する場合は、付添いをいたします。 

・緊急等必要な場合には、施設嘱託医師あるいは協力医療機関等に責

任をもって引継ぎます。 

・重度化対応 

   夜間の看護連絡体制により、２４時間入所者の健康上の管理等を行

います。 
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   又、看取り指針を策定し、当該指針に基づき、終末期の看取りを実

施することができます。 

 ・服薬管理責任者  主任看護職員 伊藤陽子 

相談及び援助  

  

・施設は、入所者及びご家族等からのいかなる相談についても誠意をも

って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。   

  相談窓口担当 生活相談員    

社会生活上の 

便宜 

  

  

  

  

  

  

  

・施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実

りあるものとするため、適宜レクリエーション行事等を企画します。 

 ・主なレクリエーション 

   年間施設行事計画に沿って実施します。 

   誕生会・季節行事・運動会・バスドライブ等 

・主なリハビリテーション及びクラブ活動 

カラオケ、図画、書道、生花、散策等 

 ・その他 茶話会等 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、入所者及びご家族等の 

同意を得て代行いたします。 

特別な食事の

提供 

・医師との連携の下、入所者ごとに、栄養士による医学的及び栄養学的な管

理を行い、必要な特別な食事を提供します。 

・特別な食事に係る利用料金は、特別な食事の提供をすることに要した費用

から、別表１に定める食事の提供に係る利用料金の額を控除した額としま

す。 

理髪 ・理容師等の訪問による理髪サービスを利用できます。 

日常生活用品

の購入代行 

・入所者及びご家族等が自ら日常生活用品の購入が困難である場合は施

設の購入代行サービスをご利用いただけます。 

金銭管理 

 

・金銭管理は原則ご家族等の管理とさせていただきます。 

・金銭管理が困難な場合は、金銭管理のサービスをご利用いただけま

す。 

詳細については、入所者預り金管理規程によるものとします。 

 

７ サービス利用料金 

（１）法定給付 

区   分 利   用  料  金 

法定代理受領

の場合 

介護報酬の告示上の額 

（自己負担額は介護報酬の告示上の額から、施設に支払われる保

険給付額を差し引いた差額分です。） 

 

法定代理受領

でない場合 

  

介護報酬の告示上の額 

 （一旦全額を負担していただきます。ただし、後日自己負担分

を差し引いた金額を、介護保険から払い戻しが受けられま

す。） 
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  ※介護報酬の告示上の額は、別紙１のとおりです。 

（２）その他の利用料金 

区   分 利   用   料  金 

食事 ・別表１に定めた金額 

特別な食事 

・特別な食事に係る利用料金は、特別な食事の提供をすること

に要した費用から、別表１に定める食事の提供に係る利用料

金の額を控除した額 

居住費 ・別表１に定めた金額 

理髪サービス ・要した費用の実費 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 ・要した費用の実費 

日常生活用品の購

入代行サービス 
・無料 

日常生活用品 

・日常生活品の購入代金等、日常生活に要する費用で、入所

者に負担していただくことが適当であるものに係る費用の実

費 

特別な教養娯楽等 
・レクリエーション、クラブ活動参加費としての材料費等、

要した費用の実費 

 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、利用月

の翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期

間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

指定口座への振込 唐津信用金庫   普通預金１１４２６１１ 

自動引き落とし 
ご利用できる金融機関…申請が必要です。 

・唐津信用金庫  ・佐賀銀行  ・ゆうちょ銀行 

 

 

８ サービス提供における施設の義務 

施設は、入所者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①入所者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮します。 

②入所者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と

連携のうえ、入所者から聴取、確認します。 

③入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、

要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④入所者に提供したサービスについて記録を作成し２年間保管するととも



7 

に、入所者又はその家族等の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付しま

す。 

⑤入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、入所者又は他の入所者等の生命、身体を保護するために緊急や

むを得ない場合には、記録を作成するなど、適正な手続きにより身体的拘

束を行う場合があります。 

 

９ 衛生管理等について 

  （１） 施設の用に供する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

 （２） 施設において感染症の発生又はまん延しないように必要な措置を講じると

ともに、食中毒及び感染症の発生防止するための措置等について、必要に応じて

保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１０ 入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、入所者の希望により、下記協力医療機関において診療や

入院治療を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院

治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務

づけるものでもありません。） 

（１）協力医療機関 

医療機関の名称  唐津東松浦医師会医療センター 

所在地  佐賀県唐津市千代田町２５６６－１１ 

診療科  内科・外科・小児科 

（２）協力歯科医療機関 

医療機関の名称  唐津東松浦歯科医師会 

所在地  佐賀県唐津市大名小路１－５４ 

 

１１ 損害賠償について 

 当施設において、施設の責任により入所者に生じた損害については、施設はその

責任の範囲においてその損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、

入所者が故意または過失が認められる場合には、その程度に応じて施設の損害賠償

責任は軽減されます。 

 

１２ 虐待の防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。 
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虐待防止に関する責任

者 
施設長 脇山 智子 

虐待防止に関する担当

者 
生活相談員 秀島 健太 

（２） 成年後見制度の利用を支援します。 

（３） 苦情解決体制を整備しています。 

（４） 職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（５） 職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が

入所者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（６） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族等）

による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを保険

者に通報します。 

 

１３ 身体拘束について 

施設は、原則として入所者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれがある場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことが考えられるときは、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う

ことがあります。その場合は、事前又は事後速やかに入所者の家族等に対して説明

し、書面にて同意を得ます。また、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につい

ての記録を行います。 

施設として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

緊急性 
直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命

身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

非代替性 
身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命身体に対して危

険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

一時性 
入所者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことが

なくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１４ 利用上のリスクについて 

誤嚥、誤飲について 

事故防止委員会を設置し、事故防止に努めます。 

介護マニュアルにより食事介助等の適正介助に努めてまい

ります。身体機能の低下等により危険性が増す場合もありま

すので、自らの誤嚥等、介護上防げないこともありうること

をご理解ください。 
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転倒、転落について 

事故防止委員会を設置し、事故防止に努めます。 

個人の状況にあった歩行支援用具等を用います。必要な方に

は、付き添い介護や見守り介助を行います。自分で行動され

る方については、危険性が増す場合もありますが、介護保険

適用施設介護において、１対１の介護でないことをご理解く

ださい。 

１５ 秘密保持と個人情報の保護について 

入所者及びその家族等に関す

る秘密の保持について 

１ 施設は、入所者又はその家族等の個人情報に

ついて「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努める

ものとします。 

２ 施設及び職員は、サービス提供をする上で知

り得た入所者又はその家族等の秘密を正当な

理由なく、第三者に漏らしません。 

３ また、この秘密を保持する義務は、サービス

提供契約が終了した後においても継続します。 

４ 施設は、職員に、業務上知り得た入所者又は

その家族等の秘密を保持させるため、職員であ

る期間及び職員でなくなった後においても、そ

の秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約

の内容とします。  

個人情報の保護について 

１施設は、入所者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、入所者の

個人情報を用いません。また、入所者の家族等

の個人情報についても、予め文書で同意を得な

い限り、サービス担当者会議等で入所者の家族

等の個人情報を用いません。 

２ 施設は、入所者又はその家族等に関する個人

情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

３ 施設が管理する情報については、入所者の求

めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求めら

れた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとし

ます。(開示に際して複写料などが必要な場合

は入所者の負担となります。)  
 

１６ 個人情報の使用について 
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（１） 施設サービスの利用にあたり、医療上の必要がある場合には、医療機関

等に入所者に関する心身等の状況を提供できるものとします。福祉施設

サービスの適切な介護を提供するにあたり関係機関に対しては必要な入

所者の個人情報を用いることができるものとします。 

（２） 医療上・介護上、正当な理由がある場合には、医療及び介護の関係機関

に必要な家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

（３） 肖像権使用の同意 

    施設のホームページ・パンフレット・施設内研修・掲示物・広報誌など

において、ご利用者様の映像・写真を使用させていただく場合がござい

ます。 

□ 同意する    □ 同意しない 

１７ 身元保証人 

利用契約の締結にあたり、身元保証人の指定をお願いします。身元保証人は、

入所者の利用料金等の経済的な債務については、入所者と連帯してその債務の履

行義務を負うことになります。また、こればかりではなく入所者が医療機関に入

院する場合や施設から退所する場合においては、その手続きを円滑に遂行するた

めに必要な事務処理や費用負担を行ったり、更に施設と協力、連携して退所後の

入所者の受入先を確保したりするなどの責任を負うことになります。 

入所者が死亡された場合や利用契約が終了した場合において、そのご遺体や施設

に残された残置物の引き取り等の処理については、身元保証人に責任を持って行っ

ていただきます。 

また、入所者が死亡されていない場合でも、入所契約が終了した後、施設に残さ

れた入所者の残置物を入所者自身が引き取れない場合には、身元保証人に引き取っ

ていただく場合があります。これらの引き取り等の処理にかかる費用については、

身元保証人にご負担いただくことになります。 

身元保証人が死亡したり破産宣告を受けたりした場合には、新たな身元保証人を

立てていただくために、入所者にご協力をお願いする場合があります。 

 

１８ 施設ご利用にあたっての留意事項 

来荘・面会 来荘者は、面会時間を厳守し、その都度必ず職員に申し出て下

さい。ご家族等が宿泊される場合は、必ず許可を得て下さい。ま

た、日用品、食べ物等持ち込まれる場合は必ず届出をして下さい。 

【面会時間  原則 ８：３０～２０：００まで】 

消灯時間 ２１：００とします。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、所定の外出・外泊届により職員に届け出

をして下さい。 

食事 食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに

申出があった場合は、食費が減額されます。ただし、入所者の食

費は１日単位で計算します。１食のみ不要の場合は、食費の減額

はありません。 

嘱託医師以外の 

医療機関への受診 

原則として、施設の車両で送迎受診いたしますが、遠距離の場

合等に、ご家族等の同行等をお願いする場合があります。 
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居室・設備・器具の 

利用 

施設内の居室や設備・器具は本来の用法に従ってご利用下さ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償してい

ただくことがあります。 

入所者へのサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があ

ると認められる場合には、入所者の居室内に立ち入り、必要な措

置をとることができるものとします。ただし、その場合入所者の

プライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

喫煙・飲酒 喫煙は、定められた場所以外ではお断りします。 

飲酒は、栄養管理及び医療面で制限がある場合、または飲酒に

よるトラブル等がある場合は制限します。 

迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。又、む

やみに他の入所者の居室に立ち入らないようにして下さい。 

所持品の管理 日常生活に必要でない貴重品及び定期預金証書等はご家族等

で管理をお願いします。その他日常生活用品は、入所者居室にて

管理します。 

現金等の管理 入所者自らの管理となります。紛失等について施設は責任を負

いません。 

宗教活動・政治活動 施設内での宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

動物の飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

１９ 緊急時の対応方法について 

施設サービスの提供中に、入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、入所者が予め

指定する連絡先にも連絡します。 

緊 急 連 絡 先 

家族等氏名（続

柄） 

氏名       （続

柄    ） 

住所 

連絡先 
電話番号 

携帯電話 

勤務先 

家族等氏名（続

柄） 

氏名       （続

柄    ） 

住所 
連絡先 

電話番号 

携帯電話 

勤務先 

※契約締結後に追加記入します。 

２０ 事故発生時の対応方法について 

施設サービスの提供により、事故が発生した場合には、保険者、入所者の家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、施設が加入する賠

償保険により速やかに損害賠償を行います。 

ただし、その事故の発生について、入所者に故意又は過失が認められる場合には、

入所者の心身の状況等を勘案して相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償額

を減じる場合があります。 

【保険者の窓口】 

唐津市役所 保健福祉部 

高齢者支援課 介護給付係 

所 在 地 佐賀県唐津市西城内１番１号 

電話番号 ０９５５－７０－０１０２（直通） 

受付時間 ８：３０～１７：１５(土日祝は休み) 
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２１ 非常災害時の対策 

非常時の対応 消防計画・防災計画に沿って対応します。 

近隣との協力関係 
地域の消防団と連携を図り、非常時には応援を仰ぐ。また、施設と消

防署は非常通報装置により非常連絡が行える体制を図っています。 

避難訓練 年２回 

主な防災設備 

防火扉 有 自動火災報知設備 有 

屋内消火栓 有 非常通報装置 有 

誘導灯 有 非常用電源 有 

ガス漏れ報知器 有 漏電火災報知器 有 

スプリンクラー 有   

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

防火管理者 氏名  山 﨑 英 樹    職名 事務長 

 
２２ 特定行為業務の実施（喀痰吸引等業務及び経管胃瘻取り扱いについて） 

必要な研修及び実習を行い、佐賀県が認定を行った介護員が、担当医師の指示

のもと看護職員と協働して下記の特定行為業務を行います。 

（別途説明の上同意をいただきます。） 

・口腔及び鼻腔からの喀痰吸引（鼻腔からの吸引については、佐賀県へ届出を

行っている施設のみ対応します。） 

・胃瘻、腸瘻による経管栄養注入、胃瘻チューブの管理全般 

 

２３ サービス提供に関する相談、苦情について 

（１） 苦情処理の体制及び手順 

（ア） 苦情処理台帳に記載後、速やかに事実確認を行います。 

（イ） 苦情処理方法を記載し、管理者決裁後、処遇処理について関係者との連携

を行います。 

（ウ） 苦情処理の具体的方法について、入所者及び家族に説明・確認後迅速に処

理を行います。 

（エ） 苦情処理についての経過等を台帳に記載します。 

（オ） 苦情又は相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分

配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを職員全

員で検討します。 

（２）施設における苦情の受付け （※施設内に苦情受付箱を設置しています。） 

特別養護老人ホーム栄荘 

受付時間 8時 30分～17時 30分 

担当者  生活相談員 秀 島 健 太 

電話番号 ０９５５－７５－２５２１ 

 （３）行政機関その他苦情受付機関 
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唐津市役所高齢者支援課 
所在地   唐津市西城内１番１号 

電話番号 ０９５５－７０－０１０１ 

国民健康保険団体連合会 
所在地   佐賀市呉服元町７番２８号 

電話番号 ０９５２－２６－１４７７ 

佐賀県福祉サービス運営適正化  

委員会 

所在地   佐賀市天神１丁目４番１５号 

電話番号 ０９５２－２３－２１５１ 

佐賀県健康福祉部長寿社会課 
所在地   佐賀市城内１丁目１番５９号 

電話番号 ０９５２－２５－７０５４ 

 ・受理した苦情については、唐津福祉会苦情対応規程に基づき、公正かつ円滑に解

決するように努めます。 

 

２４ サービスの第三者評価の実施状況について 

   実施していません。 


